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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２枚の挟装板の間にそれぞれ複数の貫通孔が形成された複数の壁部材がコ字状のスペー
サ部材を介して面対向に配置して連設され、前記コ字状のスペーサ部材は１つ置きに第１
のスペーサ部材と第２のスペーサ部材からなり、前記第１のスペーサ部材の開口面は複数
の流体流入用開口として同一の向きをなすとともに前記第２のスペーサ部材の開口面は流
体流出用開口として前記第１のスペーサ部材の開口面と異なる向きをなすことを特徴とす
る熱交換器。
【請求項２】
　前記第２のスペーサ部材の開口面は前記第１のスペーサ部材の開口面と逆向きであるこ
とを特徴とする請求項１記載の熱交換器。
【請求項３】
　前記第２のスペーサ部材の開口面は前記第１のスペーサ部材の開口面と直交する向きで
あることを特徴とする請求項１記載の熱交換器。
【請求項４】
　前記貫通孔は、径が略均一に形成され、且つ、孔方向が略同一に形成されることを特徴
とする請求項１乃至３のいずれか記載の熱交換器。
【請求項５】
　前記流体流入用開口あるいは前記流体流出用開口の一方に前記流体を強制的に通過させ
る流体供給手段を備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか記載の熱交換器。
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【請求項６】
　前記壁部材は、両面及び前記複数の貫通孔の表面積の合計が前記複数の貫通孔を設けな
い場合に比して大きくなるように該貫通孔の孔径、深さ寸法及び開口率を設定することを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか記載の熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばＩＧＢＴ、ＭＰＵを含む各種の電子部品等の発熱体の熱制御を行う
のに用いられる熱交換器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、この種の熱交換器は、熱伝導性の良い金属材料で作成したヒートシンクを用い
て行われている。このようなヒートシンクは、熱源と接続された面に多数の柱状突起（ピ
ンフィン）を設けた形状や、複数の金属板（ストレートフィン）を設けたもの等各種形状
のものがあり、その形状により、放熱面積の拡大および流体の攪拌を促進することで冷却
の促進が図れている。
【０００３】
　ところで、近年、ＩＧＢＴやＭＰＵ等の電子部品においては、高出力化、性能向上に伴
い、発熱量が急激に増加されている。そのため、冷却構造としては、自然空冷だったもの
を強制空冷、液冷へと変化されている。この冷却構造の変更に伴って、ヒートシンク形状
としても、ピンフィンを細くし本数を増やしたものや、ストレートフィンの板厚を薄くし
、間隔を狭めたものなどが開発され、すなわち面積を拡大させることで放熱性能を向上さ
せるようにしたものも考えられている。
【０００４】
　また、高度な冷却が必要な場合には、焼結金属や発泡金属などの多孔質金属材料やマイ
クロ加工による微細流路を用いた熱交換技術が開発されている（例えば特許文献１及び特
許文献２参照。）。これらは、数十～数百マイクロメートルの流路に冷却用の流体を通ず
ることで、温度境界層を薄くし、表面積を拡大することで、より効率的な熱交換を目指し
たものである。
【０００５】
　ところが、上記微細流路を用いた熱交換技術では、各種の課題を有する。具体的には、
微細流路や多孔質体に流体を通じる際、流路を細かくし、表面積を拡大すればするほど、
圧力損失が大きくなることが挙げられる。このため、自然対流ではなく、ファンを用いた
強制空冷や、ポンプなどの送液機構を用いた液冷においては、圧力損失の増加に伴い強力
なファンや送液機構が必要となる。これは、熱交換システム全体のサイズ・重量の増加や
コスト増を引き起こすという不都合を有する。
【０００６】
　また、このような熱交換技術には、孔径のばらつきによる流体の不均一な流れも課題と
なる。例えば公称孔径１００ミクロンとされる発泡金属や金属焼結体などの多孔質体は、
それほど孔径が揃っているわけではなく、５０ミクロン以下程度から、１５０ミクロン程
度までなどのある程度の範囲の孔径分布を持つ。このような場合、例えば５０ミクロンの
孔と１５０ミクロンの孔では、孔面積は９倍の差があり、当然流体は大面積の孔に優先的
に流れてしまう。微細流路化による面積拡大の効果は、孔径の小さな流路に大きいもので
あるから、その孔径分布の広い不均一な孔径構造の多孔質体にあっては、大きなエネルギ
が必要となるという不都合を有する。
【０００７】
　さらに、流体の管理の必要性が挙げられる。微細流路に通じる流体には、相応の管理が
必要である。すなわち、流体に混入した粒子は、たちどころに流路を閉塞させてしまう。
閉塞を防ぐためには、熱交換システム内にフィルタを設けるか、閉鎖系で流体を循環させ
るなどの工夫が必須となる。例えば、フィルタを設ける場合には、孔径が不均一なために
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、平均１００ミクロンの孔径の多孔質体に対して、微細孔の孔径分布の下限に合わせた５
０
ミクロン以下の粒子を除去する能力を持った粒子除去フィルタが必要となり、高価となる
という不都合を有する。
【０００８】
　このような熱交換技術を利用した熱交換器としては、多孔質体を流体が循環供給される
容器の流体入口及び流体出口を分離するように配し、流体を容器内の多孔質体を通過させ
ることで、熱交換を行うようにした容器構造のものが提案されている（例えば、特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開２００５－１２３４９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１の熱交換器では、容器内に多孔質体を収容配置する構成
上、発熱体からの熱伝達特性が劣り、熱交換特性が低下されるうえ、大形となるという問
題を有する。
【００１０】
　この発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、構成簡易にして、高効率な熱伝導特性
を実現し得、且つ、高効率な熱交換特性を実現し得るようにした熱交換器を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明は、２枚の挟装板の間にそれぞれ複数の貫通孔が形成された複数の壁部材がコ
字状のスペーサ部材を介して面対向に配置して連設され、前記コ字状のスペーサ部材は１
つ置きに第１のスペーサ部材と第２のスペーサ部材からなり、前記第１のスペーサ部材の
開口面は複数の流体流入用開口として同一の向きをなすとともに前記第２のスペーサ部材
の開口面は流体流出用開口として前記第１のスペーサ部材の開口面と異なる向きをなす熱
交換器を構成した。
【００１２】
　上記構成によれば、挟装板、壁部材、第１及び第２のスペーサ部材は、熱源に対して直
接的に熱結合され、しかも、複数の貫通孔の設けられる壁部材は、その壁面が流体流出用
開口及び流体流出用開口と異なる向きに配置されている。従って、高効率な熱伝導特性が
実現されて高効率な熱交換特性を実現したうえで、流体流入路及び流体流出路を含めた熱
交換媒体を薄形に形成することが可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上述べたように、この発明によれば、構成簡易にして、薄形化の促進を図り得、且つ
、高効率な熱伝導特性を実現して、熱交換特性の向上を図り得るようにした熱交換器を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、この発明の実施の形態に係る熱交換器について、図面を参照して詳細に説明する
。
【００１５】
　図１は、この発明の一実施の形態に係る熱交換器の外観構成を示すもので、熱交換媒体
１０は、例えば壁を形成する６枚の壁部材１１が、後述するようにｙ軸方向に所定の間隔
を有して面対向に連設されて配置されている。そして、この連設配置された６枚の壁部材
１１は、その両端が、例えば平板状の挟装板１２，１３により、後述するように挟装され
る。
【００１６】
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　壁部材１１には、孔径を略均一に揃えた複数の微細な貫通孔１１１が、少なくとも一方
向に揃えられて形成されている。壁部材１１は、例えばｙ軸方向に平行に孔方向が形成さ
れ、ある範囲に孔径が制御された、多数の微細な貫通孔１１１を持つ異方性多孔質体を用
いて構成される。
【００１７】
　この６枚の壁部材１１は、例えば図２及び図３に示すようにそのうち隣接する壁部材１
１との間にスペーサ部材１４が介在されて、その一方の面と隣接する壁部材１１の他方の
面との間に、その面に対して略平行なｘ軸方向に開口を有した略コ字状の流体流入路１７
が形成される。そして、６枚の壁部材１１の他方の面側には、隣接する壁部材１１との間
にスペーサ部材１５が介在されて、その一方の面と隣接する壁部材１１の他方の面との間
に、面に対して略平行なｘ軸方向に開口を有した略コ字状の流体流出路１８が形成される
。ここで、この６枚の壁部材１１のうち４枚は、その両面の流体流入路１７及び流体流出
路１８がそれぞれ対向する壁部材１１と共用される。
【００１８】
　また、上記連設配置された６枚の壁部材１１は、その両端に上記平板状の挟装板１２，
１３が上記スペーサ部材１６を介して所定の間隔を有して挟装配置され、その両端の壁部
材１１の各開放側にそれぞれ挟装板１２，１３及びスペーサ部材１６により上述した開口
を有した流体流出路１８が形成される。
【００１９】
　即ち、上記熱交換媒体１０は、複数の貫通孔１１１の設けられた６枚の壁部材１１の両
面に対してスペーサ部材１４，１５を介して一辺が開口された略コ字状の流体流入路１７
及び流体流出路１８が形成されている。これにより、連設された６枚の壁部材１１は、そ
の流体流入路１７に流体が供給されると、その流体が壁部材１１の貫通孔１１１を通過し
て流体流出路１８から排出される。
【００２０】
　この結果、熱交換媒体１０は、６枚の壁部材１１の流体流入路１７及び流体流出路１８
の流体流入方向及び流体流出方向が、その貫通孔１１１に対して略直交、即ち板面に対し
て略平行に配置されている。これにより、熱交換媒体１０は、その壁部材１１の連設方向
(図中ｙ軸方向)の厚さ寸法を最小限に設定することが可能となる。
【００２１】
　ここで、上記壁部材１１、挟装板１２，１３及びスペーサ部材１４，１５，１６の材質
は、銅やアルミなどの熱伝導のよい材料を用いることが好ましく、その貫通孔１１１の孔
径や孔の長さ、板厚み、開孔率などのパラメータについて必要な値を満足し、結果として
熱交換媒体１０として必要な熱抵抗値を満足する設計にできるのであれば、加工の容易さ
や耐腐食性を考慮してステンレスやニッケルなどの他種の金属材料や合金を用いたり、貴
金属類を用いて形成してもよい。また、材質としては、その他、シリコンなどの半導体を
用いてもよく、シリコンを用いる場合には、エッチング処理により加工することが可能と
なる。
【００２２】
　上記壁部材１１の貫通孔１１１は、孔径を制御し、孔径分布を狭い範囲に抑えることに
より、より均等的に流体を通じることができ、より効率的な熱交換効果を得ることができ
る。この壁部材１１の貫通孔１１１は、本願出願人が平成１８年４月２６日に出願した特
願２００６-１２７３０に記載された製法や、エッチングやエレクトロフォーミングなど
の化学処理プロセスや、ドリルによる切削加工や、プレス加工、放電加工、レーザー加工
などの機械加工プロセスを用いて形成される。
【００２３】
　また、壁部材１１は、その両面の表面積、及び複数の貫通孔１１１の内部の表面積の合
計が、該貫通孔１１１を設けない場合の表面積よりも大きくなるように設定することによ
り、効果的な熱交換を行うことができる。
【００２４】
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　例えば貫通孔１１１は、板厚寸法が１００ミクロンの壁部材１１に、孔径１００ミクロ
ンで、開孔率約３０％で形成した場合、平板のままで用いるよりも、約３０％表面積が拡
大される。６０ミクロン～１２０ミクロンの貫通孔１１１を多数加工することは、機械加
工により比較的容易に加工することが可能である。この範囲の孔径での設計とすることに
より、孔長さ（深さ）寸法÷孔径の値（アスペクト比という）を大きく取った設計が容易
となる。
【００２５】
　なお、フォトエッチングにより形成した場合には、アスペクト比を大きく取ることは難
しい（一般には１まで）が、比較的精度のよい孔を多数加工でき、量産しやすいという効
果を有する。
【００２６】
　また、上記貫通孔１１１は、板厚寸法が５０ミクロンの壁部材１１に、孔径５０ミクロ
ンの孔を開孔率約２０％で加工した場合、孔のない板厚寸法が１００ミクロンの平板に比
べて、２０％表面積が拡大するが、設置に要する占有体積が１/２となる。同じ占有体積
では、壁部材１１の枚数を２倍に増やすことができ、表面積が１４０％拡大される。この
占有体積と表面積は、壁部材１１の板厚寸法やフィン効率とも影響するが、必要な熱抵抗
や熱交換効率に応じて設計を調整することが望ましい。
【００２７】
　ここで、孔径２０ミクロン～６０ミクロンの範囲の貫通孔１１１の加工は、フォトエッ
チングで加工可能な最小限界が、孔径５０ミクロン前後であり、５０～６０ミクロンの範
囲であれば、フォトエッチングで加工可能である。５０ミクロン以下では、機械加工によ
り加工可能である。
【００２８】
　さらに、板厚寸法が１００ミクロンの壁部材１１に、孔径７ミクロンの貫通孔１１１を
開孔率約３０％で加工する場合には、平板よりも表面積が約７５０％拡大される。２０ミ
クロン以下の貫通孔１１１は、例えば上述した本願出願人がすでに出願した特願２００６
-１２１７３０号に記載される溶湯鍛造法と炭素繊維を用いた方法で作成される。
【００２９】
　上記構成において、熱交換媒体１０は、熱交換対象である熱源１９に熱的に結合されて
配置され、該熱源１９からの熱が壁部材１１、挟装板１２，１３及びスペーサ部材１４，
１５，１６に熱移送される。同時に、熱交換媒体１０には、その６枚の壁部材１１及びス
ペーサ部材１４，１５で形成される流体流入路１７に流体が供給される。すると、この流
体は、壁部材１１の貫通孔１１１を通り、流体流出路１８に排出され、壁部材１１及びス
ペーサ部材１４，１５から熱を奪い熱源１９を冷却する。
【００３０】
　この際、流体は、熱交換媒体１０に設けられた孔径を略均一に揃えられ、且つ、孔方向
が少なくとも一方向に揃えられた壁部材１１の複数の微細な貫通孔１１１を通過すること
により、その圧力損失が低減される。この結果、熱交換に供するためのエネルギ消費の低
減が図れて、効率的な熱交換を行うことが可能となり、流体を送るポンプや送風機等の強
制供給手段の出力の低減が図れると共に、その熱抵抗の軽減が図れて、熱交換媒体１０を
小型化することが可能となる。
【００３１】
　このように、上記熱交換器は、流体流入路１７の流体流入方向に平行な一方の面と、流
体流出路１８の流体流出方向に平行な他方の面とを有し、その両面を貫通する複数の貫通
孔１１１が設けられた熱源１９に熱的に結合される壁部材１１が設けられた熱交換媒体１
０を備えて構成した。
【００３２】
　これによれば、熱交換媒体１０の壁部材１１は、熱源１９に対して直接的に熱結合され
、しかも、その複数の貫通孔１１１の形成される両面が、流体流出方向及び流体排出方向
に対して略平行に配置されている。この結果、高効率な熱伝導特性が実現されて高効率な
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熱交換特性を実現したうえで、流体流入路１７及び流体流出路１８を含めた熱交換媒体１
０を薄形に形成することが可能となる。
【００３３】
　ここで、上記熱交換媒体１０は、強制的に流体を供給する流体供給手段を備えて構成す
ることにより、流体を効率よく、交換することが可能となり、さらに熱交換効率の向上を
図ることが可能となる。例えば流体として気体を用いる場合には、図４に示すように構成
される。
【００３４】
　即ち、上記熱交換媒体１０には、その流体流入路１７にエアフィルタ２０が装着され、
その流体流出路１８に冷却ファン２１が取付けられる。この冷却ファン２１は、例えば熱
交換時、駆動され、その駆動により、エアフィルタ２０を通って空気を吸引して流体流入
路１７に強制的に供給する。この流体流入路１７に供給された空気は、壁部材１１の貫通
孔１１１を通って流体流出路１８から冷却ファン２１により強制的に排出され、壁部材１
１に熱移送された熱との熱交換を、さらに効率よく実行することができる。ここで、エア
フィルタ２０は、壁部材１１の貫通孔１１１への埃・ゴミの侵入を阻止して、その閉塞の
防止を図る。
【００３５】
　上記冷却ファン２１は、空気の流出側に配することなく、空気の流入側に配置するよう
にしてもよい。この場合、エアフィルタ２０は、熱交換媒体１０に空気が流入する前に、
該空気が通過するように配置される。
【００３６】
　また、この発明は、上記実施の形態に限ることなく、その他、例えば図５乃至図８に示
すように熱交換媒体３０を構成してもよく、同様に有効な効果が期待される。但し、この
乃至図８においては、上記図１乃至図４と同一部分について同一符号を付して、その詳細
な説明を省略する。
【００３７】
　即ち、この実施の形態による熱交換媒体３０は、上記６枚の壁部材１１のうち隣接する
壁部材１１との間にスペーサ部材３１が介在されて、その一方の面と隣接する壁部材１１
の他方の面との間に、その面に対して略平行なｘ軸方向の両端側に開口を有した略コ字状
の流体流入路３２が形成される。そして、６枚の壁部材１１の隣接する他方の面側には、
隣接する壁部材１１の一方の面との間にスペーサ部材３３が介在されて、その一方の面と
隣接する壁部材１１の他方の面との間に、面に対して略平行なｚ軸方向に開口を有した流
体流出路３４が形成される。ここで、この６枚の壁部材１１のうち４枚の隣接する壁部材
１１は、その両面の流体流入路３２及び流体流出路３４が、それぞれ対向する壁部材１１
と共用される。
【００３８】
　また、上記連設配置された６枚の壁部材１１は、上記２枚の挟装板１２，１３がスペー
サ部材３５を介して所定の間隔を有して挟装配置され、その両端の壁部材１１の各開放側
にそれぞれ上述した両端に開口を有した流体流出路３４が形成される。
【００３９】
　この熱交換媒体３０は、その流体流出路３４の基端側となる壁部材１１、挟装板１２，
１３及びスペーサ部材３１，３３，３５の端部が上記熱源１９に熱的に結合されて配置さ
れ、この熱源１９からこれら壁部材１１、挟装板１２，１３及びスペーサ部材３１，３３
，３５に直接的に熱移送されて熱交換が行われる。
【００４０】
　同時に、熱交換媒体３０には、その６枚の壁部材１１及びスペーサ部材３１，３３，３
５で形成される流体流入路３２に流体が供給される。この流体は、壁部材１１の貫通孔１
１１を通り、流体流出路３４に排出され、壁部材１１及びスペーサ部材３１，３３，３５
から熱を奪い熱源１９を冷却する。
【００４１】
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　この実施の形態に係る熱交換媒体３０においても、流体供給手段を配する場合には、例
えば図８に示すように上記ファン２１を流体流出路側に配して、その流体流入路３２の開
口側に例えば図示しないエアフィルタを配し、強制的に空気を供給するように構成される
。これにより、同様に壁部材１１、挟装板１２，１３及びスペーサ部材３１，３３，３５
に移送された熱との熱交換を、さらに効率よく実行することが可能となる。
【００４２】
　この冷却ファン２１及びエアフィルタ（図示せず）の配置位置としては、その他、冷却
ファン２１を熱交換媒体３０の空気の流入側に配置するように構成しても良い。この場合
、エアフィルタ（図示せず）は、熱交換媒体３０に空気が流入する前に、通過するように
配置される。
【００４３】
　上記構成によれば、熱交換媒体３０が熱的に結合される熱源に対向して冷却ファン２１
を配することが可能となることにより、例えば電子機器に配するＭＰＵ等の電子部品の冷
却構造に好適され、電子部品の高出力化に寄与することが可能となる。
【００４４】
　さらに、上記各実施の形態では、６枚の壁部材１１を連設配置して熱交換媒体１０，３
０を構成した場合について説明したが、この配置構成に限ることなく、その他、１枚以上
の壁部材１１を用いて構成することも可能で、同様の効果が期待される。
【００４５】
　そして、壁部材１１の両面に設ける流体流入路１７，３２及び流体流出路１８，３４と
しては、上記各実施の形態で説明した開口位置に限ることなく、その他、壁部材１１間に
配置するスペーサ部材の形状及び組付け配置位置を可変設定することにより、その流体流
入路及び流体流出路の開口位置を各種の向きに設定することが可能で、同様に有効な効果
が期待される。
【００４６】
　また、上記各実施の形態では、流体供給手段として気体である空気を強制的に供給する
ように構成した場合で説明したが、これに限ることなく、その他、液体を供給するように
構成することも可能である。
【００４７】
　よって、この発明は、上記実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記実施の形態
には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合
せにより種々の発明が抽出され得る。
【００４８】
　例えば実施の形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が
解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている効果が
得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】この発明の一実施の形態に係る熱交換器の外観構成を示した斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面を示す断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ断面を示す断面図である。
【図４】図１の熱交換媒体に流体供給手段を組付けた状態を示した斜視図である。
【図５】この発明の他の実施の形態に係る熱交換器を示した斜視図である。
【図６】図５のＡ－Ａ断面を示した断面図である。
【図７】図５のＢ－Ｂ断面を示した断面図である。
【図８】図５の熱交換媒体に流体供給手段を組付けた状態を示した斜視図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１０…熱交換媒体、１１…壁部材、１１１…貫通孔、１２，１３…挟装板、１４，１５
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，１６…スペーサ部材、１７…流体流入路、１８…流体流出路、１９…熱源、２０…エア
フィルタ、２１…冷却ファン、３０…熱交換媒体、３１，３３，３５…スペーサ部材、３
２流体流入路、３４…流体流出路。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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